
東北地方整備局 就業体験技術実習 実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１ 本要領は、学生を対象とし、東北地方整備局において実務を体験してもらうことにより、

職業意識の啓発、キャリア形成の支援に資することとするとともに、東北地方整備局への

理解を深めてもらうことを目的とし、実施箇所、期間、手続き、服務、その他必要な事項

を定めるものである。 

 

（実習の実施箇所） 

第２ 実習の実施箇所は、東北地方整備局管内とする。 

 

（実習の期間） 

 第３ 実習の期間は、実習生受入れ先の各部、事務所、管理所の実情により東北地方整備局が 

   決定する。 

 

（実習生の受入れ手続き） 

第４ 実習生の受入れ手続き等については、次のとおりとする。 

（１) 教育機関は、実習生として推薦する学生をとりまとめ、定められた期限までに東北地

方整備局 企画部長に提出する。（申込一覧、実習生個表） 

（２）東北地方整備局は、教育機関の推薦に基づき、受入れる学生を選考、決定し教育機関

あて通知する。なお、当該学生への結果の通知は各教育機関において行う。 

（３）実習生の受入れにあたっては、教育機関と東北地方整備局との間で、実習期間中にお

ける遵守事項等を記載した覚書を締結するものとする。 

（４）実習生は、実習開始前に服務規律の遵守にかかる誓約書を事前に東北地方整備局に提

出しなければならない。 

 

（指導員） 

第５ 実習生受入れ部局に指導員を設け、実習生の指導にあたる。 

 

（実習生の身分等） 

第６ 実習生については、国家公務員の身分は保有しないものとし、次のとおり扱うこととす

る。 

（１）実習生は、指導員及び受入れ先職員の指導、指示等に従い、実習時間中は専ら所定の

実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。 

（２）実習生は、公務の適正な運営の確保等が図られるように行動するものとし、公務の信

用を失墜するような行為を行ってはならない。 

 

（実習時間） 

第７ 実習生が実習を行う時間は、東北地方整備局の職員に適用されている勤務時間の例によ

る。 



（服務の取扱） 

第８ 実習生の服務等の取扱は次のとおりとする。 

（１）実習生は、実習により知り得た情報（公開されているものを除く。）については、実

習活動中、実習終了後にかかわらず、外部（教育機関、ソーシャルネットワークサービ

ス等を含む。以下同じ。）に公開しないこと。 

（２）実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に実習生受入

先の長の承認を得なければならない。 

（３）実習の欠務は正当な事由がある場合以外はこれを認めないこととする。実習生は、病

気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ指導員に

その旨を連絡しなければならない。やむを得ない場合は、事後速やかに指導員にその旨

を連絡しなければならない。 

（４）実習生としてふさわしくない行為があった時、実習生受入先は実習を打ち切ることが

できるものとする。実習を打ち切った場合は、速やかに教育機関にその旨を通知するこ

ととする。 

（５）実習生の懲戒、賠償等に関する最終的な責任は、教育機関で負うものとする。 

 

（実習の成果） 

第９ 実習の成果については、次のとおりとする。 

（１）実習生は、実習終了後２週間以内に、実施内容に関する報告書（実習の感想、学んだこ

と等。１，０００文字程度）を作成し、受入れ先の長を経由して企画部長あてに提出する

こと。 

（２）実習生が作成した成果品は国土交通省に帰属するものとする。 

（３）東北地方整備局が実習時の写真及び映像を撮影し、撮影した写真及び映像を東北地方

整備局が行う広報活動に使用できるものとする。 

 

（実習に係わる費用負担） 

第１０ 実習生の実習のために要する費用の一切は、実習生個人又は教育機関の負担とする。 

 

（実習中の事故等に伴う災害補償） 

第１１ 実習中の事故等に伴う災害補償については、次のとおりとする。 

（１）教育機関又は実習生は、原則として、実習前に傷害保険及び損害賠償保険（以下「保

険」という。）に加入しなければならない。 

（２）実習生の実習期間中の災害及び通勤に際しての災害については、実習生が加入する保

険をもって充てる他、教育機関が必要な手続きを行い、誠意をもって問題の解決にあた

るものとする。 

（３）実習生が東北地方整備局又は第三者に損害を与えた場合は、法令に従って処理し、保

険等により補償する。 

   

（その他） 

第１２ この要領等に定の無い事項及びこの要領に関して疑義が生じた事項については、東北地

方整備局、実習生受入れ先、教育機関、実習生及びその他の関係者が協議して決定するも

のとする。 


